卒後臨床研修に対する疑問

私は昭和28年（1953）に医学部を卒業し、1年間のインターンを経験した．医師国家試験はインターン終了後に実施されていたので、医師免許を持たない臨床実習であった．責任ある仕事は任せられず、給料ももらえなかった．お客さん扱いで、気軽な1年間であった．

昭和42年（1967）から、医局講座制打破、インターン制度廃止を叫んで、大学紛争がはじまった．昭和43年から46年までは大学の医局に入ることが拒否された．卒業生は「自主研修」と称して、自分らの責任で各病院と交渉して、研修した．激烈な闘争の結果で獲得できたインター制度廃止であったが、37年経った昨年から2年間の卒後研修が義務化されてしまった．

どのような経緯で決められたか知らないが、私には疑問が残っている．まず誰が卒後臨床研修プログラムを決めたのであろうか？昭和43年以後数年間に医学部を卒業された医師はそろそろ65歳の定年に近づいているから、プログラム導入の指導的役割を果たされた年代に当たる．教育職、医療職あるいは行政職に係わらず、かつてのインターン制度の問題点を十分に審議し、反省したようには思われない．

無給であったインターンを改革して、研修医に国費を支払うことにしたことは進歩である．研修医が民間病院の当直医などのアルバイトを行うことを禁止して、研修に専念させることにしたことも一応評価できる．しかし個々の指導医と研修医とがどのように係わり合って行くのかはお金だけで解決できる問題ではない．

気軽だった私のインターン時代を振り返ってみると、怒鳴りつけられて教えられることはなかった．指導医もどこかえ散らばってしまう研修医を心底から面倒をみる気持ちになれなかったのである．医療の知識とくに実技の伝承には、厳しく怒鳴りつけられるという側面も必要である．現在の研修医が、「同じ釜の飯を食った」仲間として受け入れられ、厳しく親身になって指導してくれる指導医がどのくらいいるかは疑問である．

専門医思考が極端に進んだ現在、どんな患者さんにも一応の対処ができるgeneral practitionerすなわち家庭医あるいは一般医に対する要望が高くなっているのは事実である．厚生労働省や関連団体がこの要望に対する解決策として2年間の臨床実習を義務化したと報じられている．2年間基幹科目の研修を受けた研修医が、果たしてgeneral practitionerとしての能力を獲得し、地域医療に定着するか否かについては疑問である．

医局講座制の不条理な欠点はたくさんあった．しかし欠点ばかりが叫ばれ、医師のトレーニングシステムとしての利点を完全に無視されているところに疑問がある．「鉄は熱いうちに打て」との諺の通り、医学部卒業後1-2年の間の修練が大切である．教えるものと教わるものが真剣に向き合ったトレーニングの場の重要性は今でも変わっていない．そのような場を、母校、信州大学の先輩や教官は守り続けていくであろう．各地に赴いて臨床研修を受けようとしている諸君が信州大学にもどってくることを心より期待している．忘れ去られようとしているインターン制度廃止の経緯を述べ、卒業のお祝いとする．
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